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１．はじめに

●多くの授業がオンライン化
⇒コロナが収まっても、必要に応じてICTを活用した
授業は継続実施されるだろう。

●著作権に対する不安
・どこまで教材に使っていいの？

・そもそも、配信していいの？
・学生はどこまでわかっているの？
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ICTを活用した授業を、安心して開発・実施するために
必要な最低限のポイントをおさえる。
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２．改正著作権法第35条のポイント

＜条文＞学校その他の教育機関（営利を目的として設置されているものを

除く。）において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過

程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められ

る限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信（自動公

衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同

じ。）を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信

装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び

用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照ら

し著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

２前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する

者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
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（2018年改正、2020年4月28日施行）
※太字、下線は筆者



言葉の補足説明

必要と認めら
れる限度

その必要性を説得力をもって客観的に説明できることが重要。
（複製配布⇒「見ておいて」のレベルでは×／クラスサイズ
を超えた複製×）

複製 板書、模写、模造、手書きコピー、コピー機によるコピー、
スキャナを用いたデータ化、データのコピー、テレビ番組の
ハードディスクへの録画、投影物の撮影等

公衆送信 授業おける教員等と履修者等間の送信は、これに該当すると
考えられる。

著作権者の利
益を不当に害
すること

・市販の問題集やワークブック、ドリルを複製して提供する。
・市販のソフトを複製して提供する。
・著作物全体を利用する。複数回に分けても×。（※ただし、
短文言語著作物や、絵画・写真、論文等は全体利用の必要性
があり、その限りでないことも多い）
・LMSを利用せず、受講生以外も閲覧できるようなオープン
な状態で配信する。（大規模公開オンライン講義も×）
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未だグレーゾーン
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①著作物レンタルや、デジタルサービス（デジタル教
材、データベース、ワークシート、フォトサービス等）、
コンテンツ配信契約、有料放送、有料音楽配信等のうち、
教育利用であるか否かに関わらず複製、公衆送信して利
用することが禁止されていることを定めている契約を、
それぞれのサービスを提供する者との間締結した場合に
おいて、当該契約により入手した著作物を利用すること。

②コピーやアクセスの制限をかけられた著作物の複製
又は公衆送信利用。

例）Ｂｌｕ－ｒａｙＤｉｓｃ／ＤＶＤなどの映画の
著作物等

上記２項目については、本フォーラム内に著作権関係有
識者専門ワーキング・グループを設置し、検討している。

（著作物の教育利用に関する関係者フォーラム，2020，p.20）
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３．学生への注意喚起について

●学生には以下の注意喚起がポータルサイトか
ら配信されている（2021年6月18日付）

・ダウンロードした授業資料を、授業の範囲を超え
てSNS等で公開・配布することは禁止

・授業の録音録画は教員への確認が必要

・録音録画した授業を教員に無断で公開・配布する
ことは禁止
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３．学生への注意喚起について

●しかし、教員側からも注意喚起があることが
望ましい。

※授業に必要な複製や配信については、受講生同士
での共有を妨げるものではないため、受講生間の学
び合いを阻害しない範囲での注意喚起が望ましい。
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４．まとめ

●対面授業で問題ないことは、オンライン授業でも可能
・受講生の範囲に限定すること

・必要の範囲に限定すること

⇒著作権者の利益を不当に害さないことがポイント

●学生への注意喚起は都度行う

●検討が続いている部分もある
・必要に応じて著作権者に確認することが無難

・第35条運用指針の今後の更新に留意
（法的拘束力はないけれど…）
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ご清聴ありがとうございました。

京都橘大学

教育開発・学習支援室


